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第1部  公共の扉  ▶  第2章  公共的な空間における人間としてのあり方・生き方

教科書
p.32-33
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　　　　　　　　　　今、私たちの生きる社会は、公正だといえるだろうか。

「運も実力のうち」ということわざがあるが、自分を取り

巻く環
かん
境
きょう
はどこまで公正であるべきだろうか。

　人々は公正さを欠いた社会を正しくない状態だと考え、すべての人が平等

な関係で結ばれる社会の実現のために格
かく
闘
とう
してきた。特に17世紀以降、ヨー

ロッパでは、理性に基
もと
づき人を教え導こうという啓

けい
蒙
もう
運動が展開された。こ

の結果、人は生まれながらに平等であるという普
ふ
遍
へん
的な価値観が生まれた。

　　　　　　　　　　20世紀前半には自民族を優
すぐ
れたものとし、自民族を

中心とした社会を形成する動きが世界中で強まった。　

　ドイツではユダヤ人や障がいのある人などを絶
ぜつ
滅
めつ
させようとした過激な全

体主義（ナチズム）が誕生し、みずからとは異なる者を平等の対象とはみなさ
ず、暴力によって彼

かれ
らの声や存在を消去しようとした。

　ナチズムに追われてアメリカに亡命したホルクハイマーやアドルノは、全
体主義の原因が、感情や人間性などを軽視する行き過ぎた理性にあるとし、

啓蒙の欠点を強調した。同じく亡命したアーレントは、命令に従うままナチ
ズムを支えた無責任な官

かん
僚
りょう
であるアイヒマンの裁判を傍

ぼう
聴
ちょう
し、彼は思考が不

足していたと批判した。また誰
だれ
しもがナチズムの支持者になりうると警

けい
鐘
しょう
を

鳴らし、それを自分と無関係なものとして忘れ去ってしまうことは許されな

いとしたのである。そしてこの悲劇を繰
く
り返さないために、古代ギリシアに

みられた、多様な人々が対話できる公共的な空間が必要だと考えた。

公正な社会とは

2

1

p.28、46

平等と公正を
めぐる現代の議論

WORD p.43

（1895〜1973） （1903〜69）

2

p.43 p.94

1

p.28

他者と共に生きる倫理4 私たちは、格差を是
ぜ

正
せい

しよりよい社会をつくるうえで、
どのようなことを意識すればよいのだろうか。

学習
課題

　今日の社会で重視されることの多い学歴や職業、所得といった社会的地位は、
果たして本人の努力のみによって築かれたものなのだろうか。例えば、独学で必
死に勉強したが成果が出ない漫

まん
画
が
家Ａと、幼少期からお金をかけて絵画やシナリ

オの知識や技術を身につけ成功した漫画家Ｂがいたとした場合、ＡはＢに比べて
努力が劣

おと
っていたといえるだろうか。

読み
解き

社会的な成功を収めることにおいて、社会や家庭環
かん

境
きょう

は、どの程度影
えい

響
きょう

すると考えられるだろうか。

「社会的な成功には環境より努力のほうが強く影響する」という意見について

・よい環
かん
境
きょう
でも本人の努力がなければ成

果は得られないため、努力のほうが強
く影
えい
響
きょう
する。

・受験などは得点で合否を決める公正な
競争であるため、努力が成功に直結する。

・家庭環境などは、教育や経験の質に直
結するため、環境要因のほうが強く影
響する。
・試験や習い事など、努力するための環境
や機会は富める者に多く与

あた
えられる。

Ye
s No

1 論理的に思考し判断する能力である理性に
よって、人々を束

そく
縛
ばく
してきた伝統的な慣習や

制度を見直す啓
けい
蒙
もう
思想は、フランス革命など

社会制度の変革にも影
えい
響
きょう
を与

あた
えた（➡p.40）。

2 ホルクハイマーやアドルノに代表されるフ
ランクフルト学派は、特定の利益や目的のた
めに使われる理性を「道具的理性」として強く
批判した。

一つの政党が大衆を動員して政治権力を握
にぎ
り、

自国や自民族のみを美化しつつ、国家の利益を
最優先にする体制をいう。全体主義では、個人
の自由や人権は無視される。

全体主義WORD：

8　裁判を受けるアイヒマン（中央）（1961年）　
アーレントは、ユダヤ人を強制収容所に移送
し管理したアイヒマンの裁判を傍

ぼう
聴
ちょう
し、ナチ

スの凶
きょう
悪
あく
な犯罪は命令に従っただけの凡

ぼん
庸
よう
な

人間によって担
にな
われた（悪の陳

ちん

腐
ぷ

さ）と考えた。

1

成功するために環境はどれくらい重要か？  思考実験導入漫
まん
画
が
家Ａ 漫画家 B
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　その後、啓蒙や理性の意義を改めて問い直す動きも生まれた。ドイツの哲
てつ

学
がく
者ハーバマスは、ヨーロッパの近代にみられた、新聞というメディアを介

かい

したコーヒーハウスでの対話を参考に、他者と理性的に対話を交
か
わし合うこ

と（対話的理性）ができる公共的な空間を再構築しようとした。
　1960 年代になると人種差別を不正義と考える動きが生まれた。特にアメ

リカでは黒人の差別解消を目指した公民権運動が盛り上がり、他者との共生

が達成されるよりよい社会づくりに関する議論が広がった。アメリカの政治

哲学者ロールズは、各人がそれぞれの境
きょう
遇
ぐう
や経済力などの立場に縛

しば
られてい

るために、格差や不平等などの社会の不正義が生じると考えた。そして、自

分の置かれた立場を知ることができないように無知のベールをかぶせられた
人々がどのような社会を望むか、という思考実験を行い、社会のしくみには

公正性と平等性が求められるとする正義の二原理を提唱した。
他方、インドの経済学者センは、子供と大人、障がいのある人と健常者と

では必要とするケアやサポートが違
ちが
うと考えた。そして、現実の暮らしのな

かで人々が何を必要として何ができるのかという概
がい
念
ねん
（ケイパビリティ）を提

起し、それらを満たし高めることで社会全体が幸福になっていくと唱えた。

　　　　　　　　　　このように、私たちが生きる公共的な空間をよりよく

するための考え方は、時代や地域を問わず多くの先人に

よって議論されてきた。先人たちの物事に対する視点や方法をヒントにしな

がら今日の社会の課題をとらえ、解決方法を考えていこう。

3

3

課題と
向き合うために

p.10

よりよい社会の形成に向けロー
ルズとセンは何が重要と考えた
か、それぞれ本文から探そう。

確 認

発展途
と
上
じょう
国にはどのような支

し
援
えん

が適切か、ケイパビリティの視
点を踏

ふ
まえて説明しよう。

説 明

3 所属する集団に共通する正義などの価値観
を尊重し、個人の善ではなく公共的な価値を
もつ共通善を重視するコミュニタリアニズム
（共同体主義）も注目されている。代表的な思
想家にマイケル ＝サンデル（1953〜）がいる。

思想家

アーレント（1906 ～ 75） ハーバマス（1929 ～） ロールズ（1921 ～ 2002） セン（1933 ～）

主著 『全体主義の起源』など 『公共性の構造転
てん
換
かん
』など 『正義論』など 『不平等の再検討』など

思想の
特
とく

徴
ちょう

ドイツ出身の哲
てつ
学
がく
者。ナチズムの迫

はく
害
がい

を受けた経験から、他人任せで社会に
無関心でいることが全体主義につなが
るとした。全体主義に陥

おちい
らないために、

人々が対等な立場で意見を言い合える
空間が必要であり、そこから外れたり
孤
こ
立
りつ
したりしないことが重要であると説

いた。

ドイツの哲学者でフランクフルト学派に
属する。「道具的理性」を批判する一方
で、近代を「未完のプロジェクト」として
擁
よう
護
ご
し、コミュニケーションに基

もと
づく合意

（対話的理性）を重視した。そのために
は、一定の理性と、支配関係がなく自
由に議論ができる空間が必要であると
した。

アメリカ出身の哲学者。1960年代の
公民権運動の経験から、すべての人の
自由と権利のために必要な正義の原理
（公正としての正義）を示し、社会にお
ける格差の是

ぜ
正
せい
のために、財の公正な

分配を主張した。著書『正義論』は、政
治哲学や経済学など、多方面に大きな
影
えい
響
きょう
を与
あた
えた。

インド出身の経済学者でアジア初の
ノーベル経済学賞を受賞した。インド
での経験を踏

ふ
まえて、貧

ひん
困
こん
解消や弱者

救済について経済学の視点で分
ぶん
析
せき
し

た。財の分配ではなく、「何ができるよ
うになるか」という潜

せん
在
ざい
能力（ケイパビリ

ティ）を広げることで、実質的平等（➡
p.58）が保障されるとした。

8 現代の主な思想家2

8 正義の二原理3

無知のベール
・各人は基本的な自由に対し
　て平等である（平等な自由）。

・全員に均等な機会が与えら
　れた公正な競争のうえで
（公正な機会均等）、

・最も恵まれない人々の利益
　になる場合のみ、不平等は
　認められる（格差の是正）。

■第一原理

■第二原理

自分の置かれた
状況がわからない
じょうきょう

めぐ

ぜ せい

国籍は？国籍は？
こくせきこくせき

財産は？財産は？ 健康？健康？

第
1
部

2
章

33ここまでの学習を踏
ふ
まえて、章の問いに取り組もう。　➡ p.60「第 1部の振

ふ
り返り」

振り返り
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展開２ 15分
公共性の前提として、多様な人間が存在し、

これらが互いに異なりながらも対等な者とし
て存在していることを再確認しながら、現代に
おいては不平等や貧困などの問題が深刻であ
ることに触れ、これらの社会課題とどのように
向き合っていくべきか提起する。具体的には、
ロールズの唱える「公正としての正義」とはど
のようなことかと投げかける。
さらに、「無知のベール」や正義の二原理に

ついて説明し、どのような場合に不平等が認め
られるのかについて気づかせる。加えて、第一
原理と第二原理のそれぞれが対立する場合に、
どちらを優先すべきかについても考えさせる。
みずからの考えを根拠とともにグループ内で
共有させる。

まとめ 10分
最後にロールズの正義論を批判したセンの

考え方を紹介し、発展途上国にはどのような支
援が適切かについて、「潜在能力（ケイパビリ
ティ）」の視点を踏まえてグループ内で意見交
換をさせる。単なる財の分配ではなく、「何がで
きるようになるか」という視点をもつように促
す。まとめの中で、国際社会が重視している「人
間の安全保障」という考え方についても触れ、
センの思想が影響を与えていることに触れる。
また、時間が許せば、個人の善ではなく公共

的な価値をもつ共通善を重視するコミュニタ
リアニズム（共同体主義）についても触れ、代
表的な思想家であるマイケル＝サンデルを紹
介する。

導入 10分
「公共」について考えるために、「公共施設」
を知っている限り挙げさせ、グループ内で共有
させる。国や地方公共団体が提供、運営・管理
するような公園や図書館、体育館、公民館、市
民会館、役所や役場などがイメージしやすいと
想定される。
次に、「では、国や地方公共団体が提供、運営・
管理をしていない病院や映画館、カラオケボッ
クス、ホテル・旅館は公共施設ではないのだろ
うか？」と問いかける。これらも広く「公共」的
な空間であることに気づかせ、「公共」的な空
間において留意すべきことについてグループ
内で共有させることで、「公共」という言葉の
イメージを膨らませる。

展開１ 15分
「公共的な空間」の必要性が生じた背景につ
いて、教科書p.32を読ませ、まとめさせる。
20世紀ドイツの全体主義とそれらを批判した
ホルクハイマーやアドルノ、アーレントについ
て触れ、この悲劇を繰り返さないために、多様
な人々との対話ができる公共的な空間が必要
であることを理解させる。その際、アーレント
については著書『人間の条件』のなかから「活
動と複数性」についての記述を紹介する。公共
性は、多数の人間が存在し、これらが互いに異
なりながらも対等な者として存在しているこ
とが前提となっていることを読み取らせる。
さらに、ハーバマスが、近代ヨーロッパの
コーヒーハウスを参考に、他者と理性的に対話
を交わし合うこと（対話的理性）ができる空間
としての公共的な空間の再構築を目指したこ
とに触れる。これらの学びを通じて、公共的な
空間の役割を再認識する。

4  他者と共に生きる倫理　
札幌光星高等学校　中村大輔先生

授業前半では、身近な「公共的な空間」をイメージさせながら、20世紀の全体主義の反省を
背景に、これからはみずからとは異なる考えや立場の人と、対等に対話できる空間が必要で
あることを認識させる。
授業後半では、現代社会が抱える社会課題を解決するために、ロールズやセンの思想を用

いて、みずからがその立場であったらという視点から、求められる解決方法を探る。

指導のポイント 評価規準例
知識・技能

アーレント、ハーバマス、ロールズ、センの思想
を各種資料などから読み取って、理解できる。

思考・判断・表現
発展途上国にはどのような支援が適切かにつ
いて、必要な資料を収集し、みずからの意見を
わかりやすく表現することができる。

主体的に学習に取り組む態度
公共とは何かについて、みずからの意見を根
拠立てて他者に伝えることができる。また、み
ずからと異なる他者の意見に耳を傾けること
ができる。

2 3



「公共」の見方・考え方　

生命に優先順位をつけることは許され るか？　

指導上の留意点

教科書
p.38-39
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見方・考え方見方・考え方
公共 のの

限られた資源を誰に、どのように配分すべき？  思考実験

　あなたは小さな病院の医師である。近くの森林公園でハイキングをしていた複数のグループのうち 5名が蛇
へび

にかまれ、あ
なたの病院に運ばれてきた。蛇は毒をもっている可能性が高いが、毒を中和する血

けっ

清
せい

（免
めん

疫
えき

抗
こう

体
たい

）は病院に 1つしかなく、30
分以内に接種しないと症

しょう

状
じょう

が急変し重
じゅう

症
しょう

化するおそれがあるようだ。不足している 4名分の血清を分けてもらえるよう、近
きん

隣
りん

の病院に依
い

頼
らい

をしたが到
とう

着
ちゃく

には 30分以上かかるという。医師であるあなたは、どのような対応をとるべきだろうか。

生命倫理について考える

生命に優先順位をつけることは許されるか？

血
けっ

清
せい

を接種する人をどのように決めるべきか、　を参考に考えてみよう。
❷１つしかない血清を接種する場合、誰

だれ

に接種するべきか、　を参考に考えてみよう。
❶ 1

2

8 新型コロナウイルスのワクチン接種受付の様子
（2021 年） 医

い
療
りょう
体制の維

い
持
じ
などのため、医療従事者

や妊
にん
婦
ぷ
、基

き
礎
そ
疾
しっ
患
かん
がある人を優先して接種が行われた。

3

誰
だれ
かを選ぶことは、同時に誰かの
接種をあきらめることでもあるた
め、自分の意思で決めることは難
しい。くじ引きで平等に決める②
の方法がよいと思う。

すぐに死に至る病気ではないよう
だから、胎

たい
児
じ
や妊

にん
婦
ぷ
への影

えい
響
きょう
を考

え、Bさんに接種すべき。重
じゅう
症
しょう
化

のリスクに応じて判断することが
重要だと思う。

ワークシート

血
けっ

清
せい

の接種方法

① 自分の判断で接種対象者1人を決める。

② くじ引きで接種対象者 1人を決める。

③ 1 人分の血清を5人に分けて接種する。
血清の効果が全く出ない可能性もある。

④
近
きん
隣
りん
の病院から血清が届くのを待ち、5

人分の血清がそろってから全員に接種
する。全員が重

じゅう
症
しょう
化する可能性もある。

8 血
けっ

清
せい

の接種方法1

接種を必要としている患
かん

者
じゃ

Ａ
さ
ん

10 代男性、
小学 5年生 Ｄ

さ
ん

40 代女性、
古くから
つきあいの
ある友人Ｂ

さ
ん

20 代女性、
妊
にん
娠
しん
6か月

Ｅ
さ
ん

50 代男性、
会社経営者で
病院への
寄付を
申し出ている

Ｃ
さ
ん

30 代男性、
消防士で
Aの父親

8 接種を必要としている患
かん

者
じゃ

2

ステップ 1 この問題をどう考える？
資源が十分に存在し、誰

だれ

もがその資源にアクセスでき
る社会は理想かもしれない。しかし実社会では資源の希
少性があり、限られた資源をどのように分配するかを判
断しなければならない場面も多い。ここではまず、蛇

へび

に
かまれた患

かん

者
じゃ

への対応を求められた医師、という設定の
思考実験を通して、あなたなりに選

せん

択
たく

や判断の基準を設
け、限られた血

けっ

清
せい

をどのように用いるべきか考えよう。

p.141

3

12

ステップ 2-1 公正などの義務を重視する視点で考える
公正などの義務を重視する考え方では、行

こう

為
い

がどのよ
うな結果になるにせよ、行為の動機に普

ふ

遍
へん

性があるかど
うかが判断基準となる。これを踏

ふ

まえると、医師として
の義務に基

もと

づき 5人全員を救おうとする動機には普遍
的な公正さがあるようにも思えるが、全員が重

じゅう

症
しょう

化する
可能性を容

よう

認
にん

する判断は普遍化できないという見方も
あるだろう。

p.30
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実実社社会会におけるにおける優優先先順順位位 〜トリアージの 〜トリアージの事事例例〜
　すべての生命を救うことが最善であることはもちろんだが、左の思考実験のように、次善策を求められることが避

さ

けられ
ない場面もある。実社会では、特に緊

きん

急
きゅう

性のある災害現場などにおいて、傷病の程度や緊急度に応じて医
い

療
りょう

の優先順位をつけ、
搬
はん

送
そう

・治
ち

療
りょう

を行うトリアージが行われることがある。トリアージは、助かる生命は救うべきという普
ふ

遍
へん

性のある動機による
義務論的な判断基準と、生命に優先順位をつけることで助かる生命（幸福）を最大化しようという功

こう

利
り

主義的な判断基準が絡
から

み合う行
こう

為
い

の一つと考えることができる。

● トリアージの考え方に関するさまざまな意見

❸上の①～④の意見は、それぞれ　のA～ Eのどの考えに近い発言か考えてみよう。
❹「人工呼吸器を必要とする患

かん

者
じゃ

の数が、用意できる人工呼吸器の数を上回った」という状
じょう

況
きょう

では、医
い

療
りょう

措
そ

置
ち

の優先順位づけをどの
ように判断するべきか、　のA～ Eからあなたの考えに近いものを選び、選んだ理由について周りの人と意見交

こう

換
かん

をしてみよう。

5

5

8 トリアージの考え方に基
もと

づいた救護訓練 トリ
アージは、フランス語の「triage：選別」に由来する。
4

救命できる可能性が
高 い 人 を 優 先

よ り 若 い 人 を 優 先

救命後に一定以上の期間
生 存 す る 人 を 優 先

感染のリスクを負い
最前線で働いていた人を優先

優先順位をつけずに先着順

100％80604020
強く賛成する
33.8％

賛成する
62.0

21.6

18.9 63.2 16.9

58.4 18.5
1.2
0.3

反対する 4.0

強く反対する 0.1
その他 0.1

0

0.8
0.2

1.6
26.9 58.3 12.9 0.3

23.8 51.7 22.1
2.2
0.2

A

B

C

D

E
〔医学界新聞〕（2020年）

4 人工呼吸器が不足
した場合のトリアージ
原則の考え方に関する
意識調査 新型コロナ
ウイルス感

かん
染
せん
症
しょう
の拡大

が深刻化した時期に
は、病

びょう
床
しょう
や人工呼吸器

の不足が大きな問題と
なり、治

ち
療
りょう
対象の優先

順位が議論された。

5

自身が感
かん
染
せん
者となるおそれがあることも顧

かえり
みず、患

かん
者
じゃ

に接してきた医師や看護師、薬
やく
剤
ざい
師などは優先的に医

い

療
りょう
を受けられるよう配

はい
慮
りょ
すべきだ。

①
肺
はい
炎
えん
など全身状態が重

じゅう
症
しょう
な人には医

い
療
りょう
を施

ほどこ
しても病状

がよくならないことも多いため、効果的な治
ち
療
りょう
が可能

で、回復の見
み
込
こ
みが大きい人が優先されるべきだ。

②

回復後の人生が長い方が、人生の各年
ねん
齢
れい
におけるさま

ざまな役割（ライフ・ロール、➡p.20）を経験できる。
この観点に基

もと
づいて医

い
療
りょう
の優先度を判断すべきだ。

③
同じ医

い
療
りょう
を施

ほどこ
した場合でも、基

き
礎
そ
疾
しっ
患
かん
や悪性腫

しゅ
瘍
よう
など

がある人はほかの症
しょう
状
じょう
を併

へい
発
はつ
するリスクもあるので、

そうした患
かん
者
じゃ
は医

い
療
りょう
の優先度を下げるべきだ。

④

生命に優先順位をつけることは許されるか、というテーマについて、公正などの義務
や、個人や社会全体の幸福を重視する視点を活用して考えよう。それを通して、実社
会の諸課題に対する選

せん

択
たく

や判断のあり方について、考えを深めよう。

ナビ
・公正などの義務
・個人や社会全体の幸福

活用する視点

ステップ 3 あなたの考えを深めよう
生命倫

りん

理
り

が問われるトリアージのように、実社会では
解決すべき課題や実現すべき幸福に優先順位をつけな
ければならない場面も多い。そんなとき助けとなるのが
他者の存在である。自分と異なる価値観をもつ他者との
対話を踏

ふ

まえて、誰の、どのような幸福を優先すべきか
考えよう。それを通して、実社会の諸課題に対する選択
や判断のあり方について、考えを深めよう。

p.27

p.15、28

ステップ 2-2 個人や社会全体の幸福を重視する視点で考える
思考実験のような状

じょう

況
きょう

は実社会でも起こりうる。その
例の一つであるトリアージは、助かる可能性のあるすべ
ての生命を救うという義務ではなく、結果的に助かる生
命を少しでも多くしようという幸福の最大化を重視す
る考え方に基づく。救えない生命が存在するような場合
には、幸福のあり方や判断基準が切実性をもって問われ
ることになる。

45

p.31

p.28

第
1
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展開２ 10分
ステップ2-2「個人や社会全体の幸福を重視

する視点で考える」に基づき、助かる可能性の
あるすべての生命を救うという義務ではなく、
結果的に助かる生命を少しでも多くしようと
する幸福の最大化を重視する考え方を紹介す
る。この具体例として、緊急性のある災害現場
などにおいて、傷病の程度や緊急度に応じて
医療の優先順位をつけ、搬送・治療を行う「ト
リアージ」について説明する。教科書p.39の
5「人工呼吸器が不足した場合のトリアージ原
則の考え方に関する意識調査」を見て、気づい
たことをグループ内で共有させる。また、トリ
アージの考え方に関するさまざまな意見①～
④が、5の意識調査のＡ～Ｅのどの考えに近い
発言かを考えさせ、グループ内で共有させる。

まとめ 15分
ステップ３「あなたの考えを深めよう」に取

り組む。生命倫理が問われるトリアージのよう
な場面において、みずからと異なる価値観をも
つ他者との対話を通じて考えを深めることを
促す。「人工呼吸器を必要とする患者の数が、
用意できる人工呼吸器の数を上回った」状況に
おいて、医療措置の優先順位づけをどのように
判断すべきか、教科書p.39の5Ａ～Ｅからみ
ずからの考えに近いものを選び、選んだ理由に
ついてグループ内で共有させる。これらのテー
マを既習のカントの義務論とベンサムの功利
主義とつなげてまとめさせる。トリアージに肯
定的な立場は功利主義的な考えで、否定的な考
えは「目の前の命を全力で救うべきだ」などの
義務論的な考えであると理解させる。
最後に、トリアージに失敗した医師を罪に問

えるかを問いかけたい。医師側の立場やトリ
アージによって命が助けられなかった家族の
立場など、さまざまな立場によって意見が異な
るであろうが、トリアージが多くの患者を救う
目的であることを改めて理解させるとともに、
日本国内におけるトリアージの責任に関する
法整備が諸外国と比べても不十分であること
にも気づかせる。

導入 15分
ステップ１「この問題をどう考える？」に取
り組む。場面設定を読んで理解させ、限られた
血清の接種方法を教科書p.381の①～④から
選択させる。その際、接種方法①～④のメリッ
トやデメリットをそれぞれ挙げて、みずからが
判断する理由を明らかにさせる。みずからの主
張と根拠をグループ内で共有させるとともに、
他者の意見にも耳を傾けさせ、それぞれの判断
基準の根拠を理解させる。
その後、血清の接種方法①を選択したと仮定
した場合、Ａさん～Ｅさんの誰に優先的に接種
をするかについて、みずからの意見と根拠をグ
ループ内で交換させる。それぞれに優先する根
拠を挙げたうえで、改めてどのようにして優先
順位を決めるべきかを問う。子どもだから、妊
娠しているから、などの理由が考えられるが、
その理由だけで優先してよいのかを考えさせ
る。これらの判断基準として何が必要であるか
を気づかせる。

展開１ 10分
ステップ2-1「公正などの義務を重視する視
点で考える」に基づき、行為の動機に普遍性が
あるかどうかを判断基準にして、再度接種方法
②～④を検討させる。接種方法④は、5人全員
を助けようとしていることから一見妥当に思
えるが、全員が重症化する可能性もあり、行為
の動機の普遍性があるかどうかに課題が生じ
ることに気づかせる。

トリアージの是非ではな
く、トリアージを通じて「公
正さの判断基準」や「命の選
別の是非」を考えてもらうこ
とに留意する。

授業前半では、義務論に基づいて考えることで、生命に優先順位をつけることの判
断基準に難しさがあることを体感してもらい、授業後半では、個人や社会全体の幸福
を重視する功利主義的な視点で考えることで、より多くの患者を救うためのトリアー
ジについての理解を深めてもらう。
その際の優先順位は必ずしもみずからが考えていることがすべてではなく、他者と
の対話を通じて相互に理解していくものであることを実感させる。

指導のポイント

札幌光星高等学校　
中村大輔先生

評価規準例
知識・技能

カントの義務論やベンサムの功利主義とのつ
ながりを理解できる。

思考・判断・表現
限られた資源をどのように配分すべきか、ト
リアージにおいてどのような優先順位で患者
を救うべきかについて、資料に基づき、みずか
らの考えをもち表現することができる。

主体的に学習に取り組む態度
生命倫理の課題について、みずからの意見を
根拠立てて他者に伝えることができる。また、
みずからと異なる他者の意見に耳を傾けるこ
とができる。

4 5
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2  刑事裁判とその課題
兵庫県立尼崎小田高等学校　福田秀志先生

評価規準例指導上の留意点指導のポイント
教科書p.50「身体的自由」

の学習を踏まえて指導する。
また、時間的に余裕があれ
ば、教科書p.81の「２模擬裁
判をやってみよう」を体験的
にやってみることを勧める。

教科書p.76-77「１司法の役割」では、国民の権利を守り社会の秩序を維持するに
は公正な裁判が大切であること、さらに、公正な裁判のためには司法権の独立が必要
であり、国民の参加が大切であることを学んだ。ここでは、具体的な冤罪事件を取り
上げて、刑事裁判の手続きとその課題や、「裁判員制度」「検察審査会制度」「被害者参
加制度」などによる国民の司法参加の意義について理解させ、よりよい司法制度を実
現していくために、どのようなことができるのかを考察させたい。

指導のポイント

教科書
p.78-79

ワークシートは
こちらからご覧ください

5

10

15

20

　　　　　　　　　　刑
けい
法
ほう
などの規定する犯罪行

こう
為
い
をした人を処

しょ
罰
ばつ
する手続

きを刑
けい
事
じ
手続という。罪を犯

おか
したと疑われる人である被

ひ

疑
ぎ
者を、原則として検察官が起

き
訴
そ
し、裁判が始まる。日本では検察官が起訴

をほぼ一手に担
にな
っている。被疑者は起訴されると被

ひ
告
こく
人になり、犯罪行為を

していない、あるいは犯罪は行ったが検察官が主張するほど罪は重くない、

などの反論を行う。このとき、被告人には弁護人がつく。そして、裁判官が

両方の言い分を聞いたうえで、中立の立場で判決を言い渡
わた
す。

　有罪の判決は被告人の人権を大
おお
幅
はば
に制約することになるため、刑

けい
罰
ばつ
を科す

際には法律で定めた手続きを経ることを義務づける適正手続が特に求められ
る。まず被告人には、判決が出るまでは善良な市民として扱

あつか
われるという推

定無罪の原則が適用される。そして、検察側による犯罪の証明が不十分な部
分について裁判所は無罪の判決を下さなければならないという｢疑わしきは
被
ひ
告
こく
人の利益に｣の原則も適用される。この間、検察官が被疑者を逮

たい
捕
ほ
して

取り調べたり、捜
そう
索
さく
・押

おう
収
しゅう
によって証

しょう
拠
こ
を集めたりするためには、現行犯逮

捕の場合を除いて裁判官の発行する令状が必要である。
　　　　　　　　　　しかし実際には、適正手続が十分行われていないとい

う批判もある。科学的な証拠に基
もと
づかない、本人の自白

のみを証拠とするような取り調べにより、無実の人に刑罰が科される冤冤
えん
罪
ざい
が

生じることもある。このため、近年は取り調べの様子を録音・録画し、裁判

で証拠として提出させる取調べの可視化が実
じっ
施
し
されている。

刑事手続の流れ

3

6

p.50

12

刑事手続の課題

1

4

刑事裁判とその課題2 私たちは、日本の司法制度の課題にどのように関わっ
ていけばよいのだろうか。

学習
課題

4　逮
たい

捕
ほ

状の例（部分）　被
ひ
疑
ぎ
者の氏名、罪

名、逮捕状の有効期間、請
せい
求
きゅう
者の氏名など

が記
き
載
さい
されている。

1

　犯罪の被
ひ
疑
ぎ
者を逮

たい
捕
ほ
する際には、

原則として裁判官の発行する令状の
一種である逮捕状が必要とされてい
る。これには、不当な逮捕によって
人権が侵

しん
害
がい
されることを防ぐ目的が

ある。しかし現状では、請
せい
求
きゅう
された

逮捕状の大多数が発行されており、
制度が形式的になっているという懸

け

念
ねん
もある。

読み
解き

逮捕状の発行にあたって裁
判所のチェックが重要なの
はなぜだろうか。

8　逮
たい

捕
ほ

状の発行状
じょう

況
きょう

2

逮捕状を発行
98.7％

捜査機関による
取り下げ（撤回）1.2

裁判所による却下
0.1

〔最高裁判所資料〕（2022年）

請求総数
79,531人

❶❶❷❷
❹❹

❺❺

❻❻

❷❷
❸❸

8　刑
けい

事
じ

裁判の模
も

擬
ぎ

法
ほう

廷
てい

（地方裁判所）　❶裁
判長、❷裁判官、❸検察官、❹弁護人、❺被

ひ

告
こく
人、❻傍

ぼう
聴
ちょう
人

3

1 こうした冤冤
えん
罪
ざい
を避

さ
けるため、日本弁護士連

合会（日弁連）は、取り調べ段階で弁護士に無
料で 1回相談できる当番弁護士制度を全国で
実
じっ
施
し
している。

8　取調べの可視化（イメージ）　裁判員裁判
の対象事件や検察が独自に捜

そう
査
さ
する事件の取

り調べについては、2019 年から原則、全過
程の録音・録画が義務づけられている。

4

逮捕状は適正に発行されている？導入

78 中学校との関連 令状　司法制度改革　裁判員制度　検察審査会
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10

15

20

　　　　　　　　　　日本は、他の先進国と比べて、法
ほう
曹
そう
（裁判官・検察

官・弁護士）の人数が、人口に対して非常に少ない。そ

のため、判決までに多くの時間と費用がかかること、裁判が法律の専門家に

よって行われるため国民感覚から離
はな
れていることなどが問題とされてきた。

これらの指
し
摘
てき
を受けて、司法制度全体を見直す司法制度改革が進められた。

　2004 年には、法曹人口の増加と司法試験の改革のため、法科大学院（日
本型ロースクール）が開設された。そして、06年には日本司法支

し
援
えん
センター

（法テラス）が設置された。また、09年からは裁判に市民感覚を反映させる

ため、国民が司法に参加する裁判員制度が始まった。裁判員制度は刑事裁判
における殺人など重大な犯罪の一

いっ
審
しん
を対象としており、原則として 3名の

裁判官と、有権者である国民からくじなどで選ばれた 6名の裁判員が、有

罪・無罪と量
りょう
刑
けい
の判断を行う。

　なお、国民の司法参加については、検察審
しん
査
さ
会制度や、被

ひ
害
がい
者参加制度も

行われている。私たちの権利を守り、社会の秩
ちつ
序
じょ
を維

い
持
じ
する公正な裁判が行

われるようにするためには、国民が司法に参加することが重要である。

　　　　　　　　　　これまで学んできたように、よりよい社会を形成して

いくためには、法や社会規
き
範
はん
に基づいてさまざまな立場

の人の意見や利害を公平・公正に調整し、個人や社会の紛
ふん
争
そう
を解決していく

ことが求められる。私たちは、法に関わる主体としてどのようなことができ

るか、考えてみよう。

国民の司法参加
7

p.72

p.80Column

WORD WORD

諸課題

これからの法の
あり方と私たち

p.64

国民が司法参加するための制度
を、本文から探そう。

確 認

国民の司法参加が求められるよ
うになったのはなぜか、説明し
よう。

説 明

くじなどで選ばれた国民が検察官の不起
き
訴
そ
が妥

だ

当
とう
か否
いな
かを判断する。司法制度改革以前からあ

る制度であり、政治家の汚
お
職
しょく
事件や企

き
業
ぎょう
の犯罪

を公
おおやけ
にすることなどにも活用されてきた。

検察審査会制度WORD：

2004 年に犯罪被
ひ
害
がい
者等基本法が制定され、犯

罪被害者やその家族は、刑
けい
事
じ
裁判に参加し、検

察官に意見を述べたり、被
ひ
告
こく
人に質問したりす

ることができるようになった。

被害者参加制度WORD：

捜　査

警

　
　
　察

検

　察

　官

公
判
請
求

略
式
命
令

略
式
命
令
請
求

裁
判（
公
判
）

判

　
　決 刑

の
執
行

満
期
出
所
・
仮
釈
放
等

＊
有
罪
判
決

　の場
合

被疑者 被告人

起

　
　訴

不起訴
＊

8　刑
けい

事
じ

手続の流れ6

人
400

300

200

100

0
ア
メ
リ
カ

（
2
0
１
8
年
）

（
2
0
１
7
年
）

ド
イ
ツ

（
2
0
１
9
年
）

フ
ラ
ン
ス

（
2
0
１
8
年
）

日

　
　本

※人口10万人当たり405

233

112

38

〔裁判所データブック〕

8　主な国の法
ほう

曹
そう

人口7

CColumnolumnCColumnolumn
トピック 『十二人の怒れる男』

　アメリカの陪
ばい
審
しん
制度を描

えが
いたテレビドラマおよびそのリメイク映画に『十二人の

怒
いか
れる男』（1954、57 年）がある。この作品では、父親殺しの罪に問われた少年

について、陪審員が評決に達するまでの様子が描かれている。裁判での証
しょう
拠
こ
や証言

は被
ひ
告
こく
人の少年に不利であり、当初は多くの陪審員が少年を有罪だと考えていた。

しかし、1人の陪審員が少年の無罪を主張したことで物語が展開する。
6　映画『十二人の怒

いか

れる男』のワンシーン5

8　検察審
しん

査
さ

会の議決書の掲
けい

示
じ

（2022 年　
愛知県）
8

第
2
部

　1
章

　3
節

79ここまでの学習を踏
ふ
まえて、節の問いに取り組もう。　➡ p.85「第 1章の振

ふ
り返り」

振り返り
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展開２ 20分
刑事手続の課題について、本文を確認させ

る。「科学的根拠に基づかない取り調べ偏重」
「自白の強要」「長時間取り調べによる冤罪」な
どを「袴田事件」を例に考えさせる。
冤罪防止策として「取調べの可視化」が進めら

れ、「プレサンス元社長冤罪事件」では、検察官の威
圧的取り調べが可視化によって明らかになったこ
とを紹介する。生徒には取調べの可視化以外の冤
罪防止策を考えさせ、グループで意見交換させる。
さらに、「プレサンス元社長事件」「大川原化

工機事件」などの冤罪事件と、「袴田事件」の共
通点を調べさせる。また、袴田事件において「再
審制度」の機能不全が露呈した。これをきっか
けに、刑事訴訟法の再審規定の見直しに向けて、
法務大臣が法制審議会に諮問すると表明した。
また、今国会で議員立法による法改正を目指す
超党派の議員連盟の動きもある。再審をめぐる
刑事訴訟法の課題についても調べさせたい。

展開3 10分
国民の司法参加について、本文を確認させ

る。2009年に始まり2025年で17年目を迎え
る「裁判員制度」の目的と内容を確認し、「裁判
員になりたいか」「この制度についてどう考え
るか」について、意見をグループで交換させる。
また、「検察審査会制度」「被害者参加制度」

も確認し、国民の司法参加が裁判の公正や司法
の信頼を支えていることに気づかせる。

まとめ 5分
「確認」「説明」の問いに取り組ませ、解答を確
認する。誰もが刑事事件や人権侵害の当事者に
なる可能性があり、裁判員制度を自身の問題と
して考えることが重要だと伝える。
裁判員制度開始から2024年末までに、9万
6656人が裁判員を経験し、3万2854人が補
充裁判員を経験していることを紹介する。
さらに、最高裁や法務省のHPでは、映画「裁判員～
選ばれ,そして見えてきたもの～」 、裁判員制度広報
映画「審理」、映画「評議」、アニメーション「ぼくらの裁
判員物語」が鑑賞できるため、裁判員に選ばれたとき
のために、ぜひ生徒に紹介したい。ただし、高裁・最高
裁では職業裁判官のみが裁くため、裁判員制度の意義
が薄れるという批判があることにも触れておきたい。

導入 ５分
教科書p.50で学習した憲法33条「逮捕の
要件」を示し、読み解きの問い「逮捕状の発行
にあたって裁判所のチェックが重要なのはな
ぜだろうか」を確認させる。
次に、導入の問い「逮捕状は適正に発行され
ている？」に関連して、図2「逮捕状の発行状
況」の円グラフから言えることを記入させる。
さらにこの現状から被疑者の人権保障の観点
からどのようなことが言えるか考えさせる。
その後、本時は刑事手続きの流れや課題、国
民の司法参加について学び、「私たちは、日本
の司法制度の課題にどう関わっていけばよい
のだろうか」という学習課題に迫ることを予告
する。

展開１ 10分
刑事手続の流れについて、図6「刑事手続き

の流れ」を見ながら本文を確認させる。教科書
p.50「身体的自由」を再確認し、「なぜ黙秘権
（憲法38条1項）や国選弁護制度（憲法37条3
項）があるのか」と問いかける。法による権力
の統制という観点から、「適正手続の保障」（憲
法31条）、「令状主義」（憲法33条）、刑事訴訟
法336条、国際人権B規約14条などを紹介し、
「推定無罪の原則」「疑わしきは被告人の利益
に」の意義を考えさせ、グループで意見交換さ
せる。

知識・技能
刑事裁判の手続きと課題、国民の
司法参加の意義を理解し、そのこ
とが公正な司法の実現のために
重要な役割を果たしていること
を理解できる。

思考・判断・表現
「適正手続の保障」などの原則が存
在する理由や、取調べの可視化以
外に、冤罪事件をなくすためにど
うすればいいのかを考え、意見を
言うことができる。

主体的に学習に取り組む態度
国民の司法参加の意義を理解し、
司法に関心をもつことができる。
また、司法制度に参加することに
興味・関心をもつことができる。
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実社会の諸課題　

死刑制度は続けるべきか？ 兵庫県立尼崎小田高等学校　
福田秀志先生

死刑制度について考える
際、情報公開が少ないため、
感情論や価値観が前面に出
る場合も多い。死刑制度につ
いて、事実を知り、考え続け
ていくことが必要である。

指導上の留意点

教科書
p.82-83

ワークシートは
こちらからご覧ください

第2部  よりよい社会の形成に参画する私たち  ▶ 第1章  私たちと法  ▶ 第3節   司法  参加の意義

実社会の
諸課題諸課題

死刑制度の現状

　　　　国民の司法参加について考える

死刑制度は続けるべきか？
主題③

8 死
し

刑
けい

を法律上・事実上廃
はい

止
し

、存
そん

置
ち

している国・地域2
＊州によって異なる

日本
アメリカ＊

ベラルーシ

エジプト

イラン

サウジアラビア

インド

中国

シンガポール

ベトナム

法律上・事実上廃止
（144か国・地域）

存置（55か国・地域）

資料なし

0 2000ｋｍ

〔アムネスティ日本資料〕（2022年）

日本における刑
けい
罰
ばつ
としての死

し
刑
けい

は、5世紀前半ごろから行われ
ているといわれます。

死刑もやむをえない
80.8％

死刑は廃止すべき
である 9.0

わからない・一概にいえない
10.2

〔内閣府：基本的法制度に関する世論調査〕（2019年）

8 死
し

刑
けい

制度の存
そん

廃
ぱい

について3
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死刑判決数

死刑執行数

〔最高裁判所資料、ほか〕

8 死
し

刑
けい

判決数と死刑執
しっ

行
こう

数の推移1

死
し
刑
けい
を合憲とする最高裁判決（1948年）のポイント

・憲法 13条は個人の尊重と生命に対する国民の権利を保障してい
るが、「公共の福

ふく
祉
し
に反しない限り｣という制約がある。

・死刑そのものは憲法 36条にある、いわゆる「残
ざん
虐
ぎゃく
な刑

けい
罰
ばつ
｣には当

たらず、刑法の死刑の規定は憲法違
い
反
はん
ではない。

※刑罰が残虐かどうかの判断は時代とともに変わるという補
ほ
充
じゅう
意見もあり。

死
し
刑
けい
が許されるとされる基準（永

なが
山
やま
基準、1983年最高裁判決）

犯行の①罪質、②動機、③態様 特に殺害の手段方法の執
しつ
拗
よう
性・

残
ざん
虐
ぎゃく
性、④結果の重大性 特に殺害された被

ひ
害
がい
者の数、⑤遺族の被

害感情、⑥社会的影
えい
響
きょう
、⑦犯人の年

ねん
齢
れい
、⑧前科、⑨犯行後の情状等

を総合的に考察したとき、その罪が誠に重大であって、罪
ざい
刑
けい
の均

きん
衡
こう

の見地からも一
いっ
般
ぱん
予防の見地からも極

きょっ
刑
けい
がやむをえないと認められ

る場合には、死刑の選
せん
択
たく
も許される。

ワークシート

ステップ 1 この問題をどう考える？
日本では、死

し

刑
けい

は最も重い刑
けい

罰
ばつ

として刑
けい

法
ほう

9 条で定
められている。死刑は日本国憲法 36条の「残

ざん

虐
ぎゃく

な刑
けい

罰
ばつ

」
に当たるから違

い

憲
けん

ではないかとの議論もあるが、死刑制
度はやむをえないと考えている人が多い。一方、世界で
は、死刑を廃

はい

止
し

している国が多い。死刑制度は続けるべ
きか考えてみよう。

p.2341

p.50

3

2

ステップ 2-1 死刑制度存続の立場から考える
死刑について、最高裁判所は日本国憲法 36条の｢残

虐な刑罰｣には当たらず、合憲だとしている。そして死
刑には｢永

なが

山
やま

基準｣ともよばれる基準が適用されており、
適正手続に基

もと

づいて法の支配が実現されているという
意見もある。また、罪に見合う重い刑罰を科すことが社
会の秩

ちつ

序
じょ

維
い

持
じ

や犯罪の抑
よく

止
し

につながるという意見や、被
ひ

害
がい

者や家族の気持ちを考
こう

慮
りょ

すべきという意見もある。

p.78 p.41

82
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死死刑刑制制度度にに対対するさまざまなするさまざまな意意見見

　A、Bには、それぞれ「肯
こう

定
てい

的な」「否定的な」のどちらが入るか考えてみよう。
❷上の資料やさまざまな意見を参考に、死

し

刑
けい

制度の存続・廃
はい

止
し

について、理由とともに考えてみよう。
❶

　　　　国民の司法参加について考える

死刑制度は続けるべきか？
主題③
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〔最高裁判所資料〕

8 裁判員裁判で死
し

刑
けい

判決を受けた人数の推移4

　　死
し

刑
けい

に向き合う時 裁判長「控
こう

訴
そ

を勧
すす

める」、異例の説
せつ

諭
ゆ

に波
は

紋
もん

 裁判員初の死刑判決
　くじで偶

ぐう

然
ぜん

に選ばれて裁判員になった市民が、悩
なや

み抜
ぬ

いて出した結論は「死刑」だった。
横浜地裁で 16日、裁判員裁判で初めての死刑判決が出た。「加担したくはないが、日本
には死刑がある。量

りょう

刑
けい

の公平さを考えないといけない」と裁判員の一人は語った。
（中略）「重大な結論となった。裁判所としては、控訴を勧めたい」。朝

あさ

山
やま

芳
よし

史
ふみ

裁判長は異
例の説諭で締

し

めくくった。（中略）
　今回、記者会見に参加した裁判員は、わずか１人だけ。負担の大きさが影

えい

響
きょう

したこと
をうかがわせる。「何回も涙を流した」「毎日大変で、気が重くて」。そんな苦しさも率

そっ

直
ちょく

に打ち明けた裁判員は、それでもこう振
ふ

り返った。
　「こんな素

しろうと

人でも、一
いっ

般
ぱん

国民の考えを持った一人ずつが出てくる意味はあると思う。
不謹

きん

慎
しん

な言い方かもしれないが、いい経験になった」
（2010 年 11 月 17日　朝日新聞）

A. 意見 B. 意見

死
し
刑
けい
制度は、憲法の下

もと
で

適正な手続きによって行
われており、続け
ても問題ない。

重い刑
けい
罰
ばつ
でないと、被

ひ
害
がい

者やその家族の気持ちが
収まらない。

罪に見合う重い刑
けい
罰
ばつ
を科

すことで、社会の秩
ちつ
序
じょ
が

保たれる。

凶
きょう
悪
あく
な犯罪をする人はま

た同じような罪を犯
おか
すお

それがある。

国家が人の命を奪
うば
うこと

は、生命に対する権利へ
の重大な侵

しん
害
がい
で

あり許されない。

世界には、死
し
刑
けい
の代わり

に仮釈
しゃく
放
ほう
のない終

しゅう
身
しん
刑
けい
を

導入している国
もある。

死
し
刑
けい
を廃

はい
止
し
しても、それ

により凶
きょう
悪
あく
な犯罪が増加

するとは思えな
い。

死
し
刑
けい
を執

しっ
行
こう
した後、裁判

が間
ま
違
ちが
っていたとわかっ
ても取り返しが
つかない。

死
し

刑
けい

制度の現状やさまざまな意見を確
かく

認
にん

し、死刑制度を続けるべきかどうかについて、
法の支配や個人の尊重などの視点を踏

ふ

まえながら、存続・廃
はい

止
し

それぞれの立場から考
えよう。それを通して、国民の司法参加について、考えを深めよう。

ナビ
・法の支配
・個人の尊重

活用する視点

ステップ 3 あなたの考えを深めよう
　あなたも裁判員に選ばれる可能性があり、あなた自身
が死刑判決を検討することがあるかもしれない。死刑制
度のあり方は、国民が司法に参加し、よりよい司法制度
を実現していくうえで大きな課題となっている。法の支
配、個人の尊重といった視点も踏

ふ

まえながら、死刑制度
について考えることを通して、国民の司法参加につい
て、考えを深めよう。

p.79

4

ステップ 2-2 死刑制度廃止の立場から考える
死刑は人の生命を奪

うば

う最も重い刑罰であることから、
憲法が定める｢残虐な刑罰｣であり、個人の尊重の原則に
反するという意見は根強くある。そして、三

さん

審
しん

制が行わ
れていても死刑執

しっ

行
こう

後に無実が判明する冤冤
えん

罪
ざい

への懸
け

念
ねん

は残る。また、世界的には死刑の代わりに仮釈
しゃく

放
ほう

のない
終
しゅう

身
しん

刑
けい

を導入している国もあることから、日本でも死刑
以外の厳

げん

罰
ばつ

の導入を求める意見もある。

p.46

p.76

p.78
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展開２ 10分
死刑制度の是非を考えるには、その歴史や執

行の実態を知る必要がある。しかし、2007年12
月以前は執行場所や死刑囚の名前が非公開で、
現在も執行順の決定過程は公表されておらず、
高校生はもちろん多くの国民が詳細を知らない。
そこで、拘置所での生活や死刑執行の過程などを
生徒に調べさせ、ワークシートにまとめさせる。
また、アメリカの一部の州では、死刑囚がメ

ディア取材を受け、執行予定も公開され、執行
時に被害者遺族や記者が立ち会い、政府の適正
な対応を監視することを説明する。このように
刑事政策の正当性は、情報公開と国民の議論に
よって担保されるべきであると補足する。

展開3 12分
ステップ2-1、2-2を読ませ、p.83の意見をも

とに賛成・反対の意見を整理させる。さらに、賛
否の追加意見も調査させる。以下はその例である。

▶  「2024年の世論調査によると、『死刑もや
むを得ない』との回答は83.1％、「廃止す
べき」との回答は16.5％あった。」内閣府
（2024）「基本的法制度に関する世論調査」
▶  「日本文化では死が贖罪とされる」（岩波
書店『死刑制度と刑罰理論』）

▶  「2025年6月の刑罰改革で、懲役・禁錮
が拘禁刑に一本化されることで、『懲らし
め』から『教育・更生』へと処遇の重心が
移り、死刑との非連続性が強まる」、「被害
者支援の充実は死刑制度とは別に考える
べき」（朝日新聞2025.1.20）

まとめ 13分
展開3の意見を参考に、p.83の問❷に沿っ

て、賛成派は反対意見への、反対派は賛成意見
への反論を整理し、ワークシートに記入させ
る。その後、意見交換をさせる。
p.83「死刑に向き合う時」を読ませ、自身が裁

判員として死刑判決を検討する可能性があるこ
とを伝える。裁判員制度開始後15年間で46人
が死刑判決を受けたが、2024年6月までに8件
が破棄されている。裁判官の判断基準と裁判員
制度の意義の関係も含め、今後も死刑制度につ
いて考えていくことを促して授業を締めくくる。

導入 ５分
日本の死刑制度の現状について、下記の資料
を提示しながら確認する。

▶  法務省によると、1945年から2023年の
間に718人が死刑を執行され、2024年
12月現在、収監中の死刑囚は106人いる。
▶  朝日新聞（2024.12.6）は、「日本の死刑
制度が国際法違反の疑いがある」として、
国連特別報告者が日本政府に執行方法の
見直しを求めたと報道した。
▶  「日本の死刑制度について考える懇話会」
は12回の会議を経て「死刑を現状のまま
存続させるべきではない」と報告し、完全
に全面的に死刑廃止に否定的な人も含め
全員が、公での議論の必要性を指摘した。

本時は、このような現状を踏まえて、現代に
おける最高刑としての死刑の是非について考
えることを予告する。

展開１ 10分
ステップ1「この問題をどう考える？」を読
ませ、p.82の資料やグラフ、地図を読み解か
せる。ワークシートに日本や諸外国の死刑制度
の現状を整理させる。
「アムネスティ・インターナショナル」の資
料も参照し、死刑を廃止した国は1960年の8
か国から2015年には100か国以上に増加し、
国際社会は基本的人権・法の支配を重視し、死
刑廃止へと向かっていることを確認する。そし
て、死刑存続には国民的議論と国際社会への説
明が求められるのではないかと問題提起する。

評価規準例
知識・技能

死刑制度の現状、世界の潮流、死
刑制度への賛否について理解で
きる。

思考・判断・表現
死刑制度の是非について、多面
的・多角的な資料をもとに考え、
表現できる 。

主体的に学習に取り組む態度
死刑制度の是非について、みずから多く
の資料にあたり、探し出して、意見交換を
行うことができる。また、死刑制度と裁
判員制度との関連性を考え続け、よりよ
い制度にしていこうという意欲がある。

裁判員に選ばれ、死刑判決を検討する可能性はある。死刑判決に立ち会うことは、
一人の人生・運命を決めていくことになり、多くの苦悩を伴いながら、覚悟を決めて
いかなければならない。しかし、多くの国民は死刑囚の日々の日常、死刑のプロセス、
執行の実態などを知らない。よって、国に対して、情報公開を求めていくことが大切
であることや、その情報をもとに死刑制度の是非を多面的・多角的に考えていくこと
が国民の司法参加につながっていくことを理解させたい。

指導のポイント

8 9



展開２ 13分
導入時で触れた「いざ働いてからトラブルに

あったら？」「働く前の条件と実際に働いてか
らの状況が違っていたら？」について、どのよ
うに対応するのか、あるいは労働者個人で対応
できるのか、救済措置やセーフティーネットは
用意されているのかを問う。教科書p.52-53
やp.229以降の法令集「日本国憲法第27～
28条」より、労働者としての権利である労働三
権が保障されていることを確認する。
さらに労働三法等によって、憲法や法律にお

ける権利がより具体的に保障されていること
を認識させる。ただし、労働者個人で諸権利を
行使するには限界があることや、労働者が使用
者と対等に交渉する際に、労働者は労働組合に
属している方がより交渉しやすいことに気づ
かせる。

まとめ 12分
『ライブ！公共2025』（帝国書院）p.233「６
労働組合組織率の変化」より、日本の労働組合
の現状を調べさせる。年々、組合員数が減少、
組織率が低下していること、さらに欧米の先進
国も組織率が低下していることに注目させる。
「労働問題は無くなったのか？」「労働組合は
労働者のために役立っていないのか？」と問
い、近年のストライキや解雇撤回などの取り組
み事例を挙げ、各グループで意見をまとめワー
クシートに記入させる。
労働者としての権利が侵害された場合、使用

者に対して対等に交渉に臨むための組織が「労
働組合」であることを確認する。さらに各グルー
プの考えを発表し、クラス全体で共有する。

導入 ５分
教科書の導入の問い「もしもアルバイトでト
ラブルにあったら？」について考えさせる。働
く・就職することは「雇用・労働契約を結ぶ」
行為であること、さらに「契約を結ぶ」ことは
労働者と使用者が対等な関係であることや、こ
れらがアルバイトであっても同様であること
に気づかせる。その際、生徒個人の意見を書か
せ、その後グループになり意見交換をさせて、
意見の多様性にも気づかせる。
働き方を確認したうえで、理想の労働環境を
実現させるためには、労働者に与えられた権利
として最低限どのようなことを認識しておく
べきか、また、権利が侵害された際の救済策に
ついても認識を深めていくことを予告する。

展開１ 20分
労働者の働き方の実態についてつかむ。

【3つの働き方】

1. 1つの会社にしばられず、自身の技能を
生かせる「派遣社員」
2. 1年ごとの契約で働き、業績次第ではさ
らに高い賃金で契約する「契約社員」
3. 賃金は経験年数により徐々に上がり、長
期間会社に関わる「正規社員」

それぞれのメリット・デメリットを挙げさ
せ、どの働き方を好むかを発言させる。さらに、
求人情報や企業ホームページの人材募集欄等
を用意し、そこから「派遣」や「契約」の形態で
の雇用が多いことに気づかせる。長らく続いた
不況によって、各企業は人件費を抑えた経営形
態になっていることを認識させ、労働環境に問
題はないか考えさせる。

1  労働者の権利
北星学園女子中学高等学校　菊地誉先生

評価規準例
知識・技能

近年の労働環境の変化に伴って、多種多様な
働き方があること、さらには労働環境を維持
するうえで、労働三権等に基づく労働者とし
ての権利、労働組合の働きが重要な役割を
担っていることを理解している。

思考・判断・表現
労働環境の現状への理解を踏まえ、労働組合
が担う取り組みについて、多面的・多角的に
考察し、表現している。

主体的に学習に取り組む態度
労働環境の現状への理解を踏まえ、労働組合
が担う取り組みについて、近年の組合員数・
組織率等のデータを手がかりに、主体的に追
究している。

教科書
p.174-175

第2部   よりよい社会の形成に参画する私たち  ▶ 第3章  私たちと経済  ▶ 第4節   労働者の権利と雇用・労働問題

働いた経験が無い生徒が大半のはずなので、働き方の実態や労働時のトラブルなどを簡潔
にまとめ、ドラマや映画のワンシーン等を活用しながら、視覚に訴える形でイメージ作りを
行うなど工夫が必要と考える。近年の経営合理化に伴う、営業所等の縮小・閉鎖・閉店により、
ストライキ等の労働争議が頻発していることや、企業経営の根幹を揺るがす事態に陥ったと
き、労働組合員数が増加した事例があるなど、できるだけホットな話題を取り入れた授業作
りが大切であると考える。

指導のポイント
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　　　　　　　　　　近い将来、私たちの多くは労働者となり、企
き
業
ぎょう
のなか

で製品の開発や商品の販
はん
売
ばい
をするなど、さまざまな仕事

に就
つ
く。その仕事の成果が足し合わさって経済全体の生産となる一方、労働

の対価である給
きゅう
与
よ
収入は商品購

こう
入
にゅう
（消費）のもととなっている。

　労働者は企業に労働力を提供し、その対価として給与を得ることに合意し

て、労働契
けい
約
やく
を結んでいる。つまり労働者一人ひとりと企業との関係は、労

働というサービスを売買する売り手（労働者）と買い手（企業）の関係である。

しかし、労働者と企業が合意して自由な労働契約を結んだとしても、労働者

の技能は個別の企業内でしか通用しない場合や、企業側の知識が労働者側を

上回る場合も多く、両者の関係はなかなか対等にはならない。企業が労働者

の弱い状
じょう
況
きょう
につけ込

こ
んで権利や賃金を侵

しん
害
がい
する場合もある。労働者が健全に

働くことで経済は成り立っているため、労働者のさまざまな権利は保障され

る必要がある。例えば双
そう
方
ほう
が合意しても、最低賃金未満で労働者を働かせる

ことはできないなど、労働契約における契約自由の原則は制限されている。

　　　　　　　　　　日本では、憲法によって勤労の権利が保障されており、

また、労働組合をつくる権利（団結権）、労働者が使用者
と団体で交

こう
渉
しょう
する権利（団体交

こう
渉
しょう
権）、労働者が団結して仕事を停止して労働

条件の改善などの要求を通そうとストライキなどを起こす権利（団体行動権、
争議権）が保障されている。そして、団結権、団体交渉権、団体行動権の三
つを合わせて労働基本権（労働三権）という。

市場経済に
おける労働

2

1

諸課題

p.70

労働者の権利 （27条）p.53

3

p.53（28条）

労働者の権利1 私たちは、働くうえでどのような権利が保障されてい
るのだろうか。

学習
課題

4　有給休
きゅう

暇
か

を申
しん

請
せい

するアルバイト1

読み
解き

Q1、Q2は合法
だろうか、違

い

法
ほう

だろうか。

8　労働における家計・企
き

業
ぎょう

・政府の関係2

労働者（家計） 使用者（企業）

政府

契約

労働の権利を保障

労働力労働力

賃金賃金

8　日本国憲法が保障する労働者の権利3

日本国憲法 労働者の権利に関する法律

27
条

1 項
勤労権 ▶

職業安定法、雇
こ
用
よう
保険法

男女雇用機会均等法
障害者雇用促

そく
進
しん
法

高年
ねん
齢
れい
者雇用安定法

2 項
労働条件に
関する基準

▶

労働基準法、最低賃金法
労働者災害補

ほ
償
しょう
保険法

労働安全衛生法
育児・介

かい
護
ご
休業法、労働契

けい
約
やく
法

3 項
児童の保護 ▶ 児童福

ふく
祉
し
法

児童扶
ふ
養
よう
手当法

28
条

労働三権
　団結権
　団体交

こう
渉
しょう
権

　団体行動権

▶
労働組合法
労働関係調整法

※赤字は労働三法

　アルバイトであっても、雇
やと
い主

との間で労働契
けい
約
やく
が結ばれており、

労働基準法などの労働に関わるさ
まざまな法律と関係している。労
働条件などで困ったことがあれば、
地方自治体の相談窓口などへ相談
することもできる。

アルバイト先のお店で有給休
きゅう
暇
か
（取

得しても賃金が減額されない休暇）
をとろうとしたら、「アルバイトに
有給休暇はない」と言われた。これ
は合法、それとも違

い
法
ほう
？

Q1

アルバイト先のお店で、うっかりお
皿を割ってしまったら、「あなたの
ミスだから」と店長に給料を減額さ
れた。これは合法、それとも違法？

Q2

もしもアルバイトでトラブルにあったら？導入

解答例

174

第44節 労働者の権利と雇用・労働問題 節の
問い

私たちは、働きやすい労働環
かん

境
きょう

の実現に向け
て、どのような取り組みができるのだろうか。

中学校との関連 労働基本権　労働組合　男女雇用機会均等法　育児・介護休業法
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　これらの権利を具体的に保障するために、労働時間など労働条件の最低基

準を定めた労働基準法、労働三権を具体的に保障した労働組合法、ストライ
キなどの労働争議の予防や解決を図

はか
る労働関係調整法が制定されている。こ

れら労働に関わる三つの法律は、労働三法とよばれる。
　労働条件の改善や賃上げの要求を目的に、使用者と団体で交渉するための

組織が労働組合である。労働組合法では、使用者による労働組合の活動への
干
かん
渉
しょう
や組合員に対する不当な扱

あつか
いは、不当労働行

こう
為
い
として禁止されている。

労働組合の存在は、労働者の権利保護や生活の向上に大きく貢
こう
献
けん
してきた。

　日本では、欧
おう
米
べい
のように企業の枠

わく
を超

こ
えて職種別に組織されるのではなく、

企業単位で組織された企業別労働組合が中心である。1960 年代以降、全国

の労働組合が一
いっ
斉
せい
に行う春の賃金交渉（春

しゅん
闘
とう
）が恒

こう
例
れい
化した。この春闘方式は、

一時は低調であったものの、近年は再び重視されてきている。

　　　　　　　　　　85年には、雇
こ
用
よう
機会における男女差別の撤

てっ
廃
ぱい
を定め

た男女雇
こ
用
よう
機会均等法が制定された。99年には改正法

が施
し
行
こう
され、それまで努力義務であった募

ぼ
集
しゅう
・採用・配置・昇

しょう
進
しん
における差

別は禁止となり、違
い
反
はん
企業の企業名を公表する制度も設けられた。

　日本では、出産や育児のため仕事を中断せざるをえない女性も多く、一度

会社を退職してしまうと、その後再就職を希望しても、給与の低い非正規雇

用となることが多い。そこで、99年に育児・介
かい
護
ご
休業法が全面施行された。

現在では、ハラスメント（いやがらせ）も企業が防止することになっている。

1947 年制定 5 p.53、71、235 1945 年制定

1946年制定

6

女性と労働
p.14、46、116、235

7

1991年制定 p.234 Column

労働者の権利が保障されるのは
なぜか、本文から探そう。

確 認

「最低賃金を上げるべき」という
意見に対して賛成か反対か、あ
なたの意見を説明しよう。

説 明

CColumnolumnCColumnolumn
トピック 男性にも育児休業を

　今日の日本では共働き世帯が増加しており、男女が共に子育てをしながら働け
る体制づくりが必要となっている。
　育児・介

かい
護
ご
休業法では、労働者

は原則として子供が１歳
さい
になるま

での間、育児休業を取得すること
ができるとされている。
　男性の育児休業取得率は上

じょう
昇
しょう
傾
けい

向
こう
にあるものの、「職場に迷

めい
惑
わく
を

かけたくない」「職場の雰
ふん
囲
い
気
き
的

に言い出せない」などの理由から
依
い
然
ぜん
として低い状

じょう
況
きょう
が続いてい

る。そこで、育児休業を分
ぶん
割
かつ
して

取得できるようにするなど、育児
休業の取得がしやすくなるように
法改正が進められている。
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85.1

＊

8　育児休業取得率4

項
こう

目
もく 内容

労働条件
・労働条件の決定では、労働者と使用
者は対等（2条）

賃金
・男女同一賃金の原則（4条）
・労働者に全額を直接支

し
払
はら
う（24条）

労働時間
・休日

・労働時間は週 40時間、1日8時間
以内（32条）

・毎週少なくとも1日の休日（35条）
・6か月以上勤務の労働者に有給休

きゅう
暇
か

を付
ふ
与
よ
（39条）

年少者 ・15歳
さい
未満の使用禁止（56条）

・18歳未満の深夜労働禁止（61条）

育児
・産後 1年間は 1日 2 回各 30 分以
上の育児時間を請

せい
求
きゅう
できる（67条）

8　労働基準法の主な内容5

8　春
しゅん

闘
とう

の交
こう

渉
しょう

状
じょう

況
きょう

を記したボード（2023年）6
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8　女性の年
ねん

齢
れい

別労働力率7

第
2
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経

　済

経

　済

男女雇用機会均等法は、職場におけるセクシュアルハラスメントを生じさせないよう配慮する義務を、事業主に限らず、雇用される者に
も課している。（13年、追）

5不当労働行為　

出題

頻出

9公務員の労働三権　 出題

頻出

8労働審判制度と労働契約法　 出題

頻出

6労働組合組織率の変化

7労働争議の解決　

出題

頻出

解説 労働組合の活動は労働者の権利　労働組合の活動は労働者の権
利であり、使用者が活動を妨

ぼう

害
がい

することは、不当労働行
こう

為
い

として労働組
合法で禁止されている。労働者または労働組合は裁判所への提

てい

訴
そ

や労働
委員会（6補）への救済申し立てなどを行うことができる。

解説 増加する労働者個人と使用者の争いを解決　労働関係調整法の
対象外である、労働者個人と使用者の争い（解

かい

雇
こ

、賃金未払いなど）に
ついては、2001年に斡旋の制度が整備され、06年には、より実効性
の高い労働審

しん

判
ぱん

制度が開始された。また、このような紛
ふん

争
そう

を解決するた
めの労働契

けい

約
やく

（6補）についての民事的なルールをまとめた法律として、
労働者の保護を図りつつ、労働関係の安定を目的とする労働契約法が
07年に制定された。13年の改正法施

し

行
こう

では、有期雇
こ

用
よう

（働く期間が決
まっている）で働く人が同じ会社で 5年を超

こ

えて働いた場合、本人の
希望により無期雇用（働く期間の定めがない）に転

てん

換
かん

できることになり、
「雇

やと

い止
ど

め法理」（6補）も明文化された。

解説 公共性による制限　公務員の職務は公共性が強く、国民生活へ
の影
えい

響
きょう

が大きいため、公務員の労働三権は制限されてきた。特に争議行
為は禁止されている。ヨーロッパなどでは、警察官や軍人を除いて認め
られており、国際労働機関（ILO、6p.159）は2002年に自衛官や警察
職員など例外を除いて認めるべきであるという勧

かん

告
こく

をした。

解説 労働組合組織率は低下傾
けい
向
こう
　1970年代以降、労働組合の組織率

が低下し続けている。その原因として、日本社会が豊かになったという社
会的背景の変化や、パートや派

は

遣
けん

労働者の急増で、多様な労働者の要求
を組織化できていないことが挙げられる。世界各国でも低下傾向にある。

解説 具体的な手続きは労働関係調整法で定める　労働者が使用者に
対し、労働条件の改善などを求めて対立している状態を労働争議とよび、
その予防や解決を図

はか

るための法律が労働関係調整法である。争議行為に
はストライキ（同盟罷

ひ

業
ぎょう

、6補）、サボタージュ（怠
たい

業
ぎょう

）、ボイコット（不
買同盟）などがある。労使での自主的解決が原則だが、それが不可能な
ときは、労働委員会によって斡

あっ

旋
せん

、調停、仲裁が行われる。

団結権の侵
しん
害
がい

・組合員であること、労働組合に加入・結成しようとしたこ
と、労働組合の正当な行為をしたことを理由とする解雇や、
その他の不利益な取り扱いをすること

・労働組合に加入しないこと、もしくは脱退することを雇用
条件とすること（黄

おうけん

犬契約）
団体交渉権の侵害 ・正当な理由なく団体交渉を拒否すること
労働組合の
自主性の侵害

・労働組合の結成・運営を支配、または介入すること
・労働組合に経費援助を与えること

報復的不利益取
り扱いの禁止

・労働委員会に不当労働行為の申し立てをしたことなどを理
由とする解雇や、その他の不利益な取り扱いをすること

〈労働統計要覧　平成 26年度、ほか〉

日本の労働組合員数と労働組合組織率の変化 海外の労働組合組織率

1950 55 60 65 70 75 80 85 90 952000 05 10 15 アメリカ イギリス ドイツ年
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（2012年）労働組合員数

組織率 組織率

988万人

17.417.4
11.3

26.0
19.2

労
働
争
議

労
使
双
方
に
よ
る
自
主
交
渉

　��解決 労
働
委
員
会
が
調
整

斡旋　斡旋員が労使双方の主張を聞
き、交渉を取りもつ。大半の解決手段。

　��交渉決裂
調停　調停委員会が労使双方の主張を
聞き、調停案を提示する。労使双方と
も受諾の義務はない。
仲裁　仲裁委員会が仲裁裁定を出す。
裁定は拘束力をもつ。

※労働組合と使用者との間で起きた紛争の場合

6鉄道会社による
ストライキで混雑
する駅（2014年）

訴　　　え 解決した結果
1 年更新の女性契約社員が会社に育児休業を
求めた。正社員でないことを理由に、年度末
までの育休は認められたが、その後、契約は
更新されなかった

満 1歳までの育休と出産前
の職場への復帰、10万円の
解決金を支払う

時給1000円のパート 2人が、雇い主が勝手
に労働時間を30分短縮したため、500円賃金
が減った

時間短縮で失った約 3万円
を支払う

会社の費用で資格をとって退職したら、かかっ
た経費を返すよう言われた

返
へん
還
かん
義務はないとの審判

8労働審判制度による訴
うった

えの例

区　　分 団結権 団体交渉権 団体行動権
民間の労働者 ○ ○ ○

国
家
公
務
員

一般職 ○ △ ×
特定独立行政法人職員（国立造幣局など） ○ △ ×
警察、刑務所職員、自衛隊員など × × ×

地
方
公
務
員

一般職 ○ △ ×
公営企業職員（地方鉄道、水道など） ○ △ ×
警察、消防など × × ×

△…団体協約締結権がないなど一部制限あり

女性が活
かつ

躍
やく

できる社会を目指して
4女性研究者　そ
れまで女性の活躍
が少なかった職場
にも女性が進出し
てきている。女性
研究者や理系の女
子学生などは「リ
ケジョ」ともよば
れ、政府も進路選

せん

択
たく

などを支
し

援
えん

して
いる。

Ⅱ	女性と労働
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展開２ 18分
ステップ2-2に関連して、 労働者と使用者

それぞれの権利を確認し具体化する。各グルー
プで教科書の資料をもとに企業内の実態を分
析し、発表させる。

［それぞれの権利］
労働者：団結権、団体交渉権、団体行動権など  
➡ 「労働者同士が団結し、使用者と対等に交渉
できる権利」
使用者：業務命令権、人事権、職場秩序定立権
など ➡「業務遂行や雇用に関する権限を持つ
権利」

［企業内の実態］（教科書p.180の資料を活用）　
※以下は生徒の発言例
労働者側の実態：「労働条件やいじめ・いやが
らせに関する労働紛争が多い。職場環境の秩序
が乱れている？」「約30年間賃金が上昇してい
ない。賃金UPを要求していないのか？」「労働
組合の機能が不十分？」（13より）
使用者側：「労働条件や解雇・雇い止め等に納
得していない労働者との間でトラブルが頻発
している」（1より）

まとめ 10分
教科書p.181「労働者の権利と義務に関す

るさまざまな意見」をもとに、以下の4つの視
点を提示し、グループで「理想の企業像」を提
言させる。

①労働者が安心安全に仕事するには…
② 労働者が仕事(業務)に見合った対価
(給料)を得るには…

③企業が売り上げを伸ばすには…
④企業を持続的に発展させるためには…

生徒が提言した「理想の企業像」をもとに、
先進的な取り組みを行っている企業の調査や、
それらを後押しする地方自治体の取り組みな
どにもつなげられると、さらなる学びへと発展
すると考えられる。

導入 4分
教科書p.181「労働法制に関する日本の取
り組み状況」をもとに、ILO（国際労働機関）が
国際労働基準を定めていることを確認し、日本
の労働基準が国際基準を踏まえていることを
認識させる。一方、日本は先進国でありながら、
未批准の条約が多いことにも触れる。
本時では、企業内における労働者と使用者の
義務や権利を学び、その実態を資料から分析す
る。さらに、「理想の企業像」を考えることで、
よりよい労働環境のあり方について学びを深
めることを予告する。

展開１ 18分
ステップ2-1に関連して、 労働者と使用者
それぞれの義務を確認し具体化する。各グルー
プで教科書の資料をもとに企業内の実態を分
析し、発表させる。

［それぞれの義務］
労働者：誠実労働義務（職務専念義務）、職場
秩序遵守義務など ➡ 「まじめに働き、協調し
ながら業務を遂行する義務」
使用者：安全配慮義務、職場環境配慮義務など
➡ 「労働者が安心・安全に働ける環境を提供
する義務」

［企業内の実態］（教科書p.180の資料を活用）　
※以下は生徒の発言例
労働者側：「OECD平均と比較して、日本には
賃金以上に会社のために長時間働くまじめな
社員が多い」（4より）
使用者側：「コロナ禍でテレワークやフレック
スタイム制を導入し、働き方改革を推進してい
る」（2より）

実社会の諸課題　

労働者の権利と義務はどうあるべきか？ 北星学園女子中学高等学校
菊地誉先生

評価規準例
知識・技能

各企業内において、労働者・使用者共に存在
する「義務」「権利」について、さまざまな資料
から労働環境の実態としての必要な情報を適
切に収集し、理解している。

思考・判断・表現
近年の日本の労働環境の実態への理解を踏ま
え、その課題や問題点を客観的に考察し、表現
している。

主体的に学習に取り組む態度
近年の日本の労働環境の実態への理解を踏ま
え、労働者・使用者双方の要望を満たす「理想
の企業像」を主体的に追究し、各グループで提
言している。

教科書
p.180-181

第2部   よりよい社会の形成に参画する私たち  ▶ 第3章  私たちと経済  ▶ 第4節   労働者の権利と雇用・労働問題

授業内容が多いため、導入～展開2（「義務・権利の把握」～「企業内の実態分析」）で1時間、
まとめ（「理想の企業像の提言」～まとめ・発表） で1時間とし、余裕をもたせることもできる。
また、教科書の資料を活用し、さまざまな話題へ展開可能な分野である。例えば、教科書p.180 
3「主な国の実質賃金の推移」をもとに、「過去30年の税負担の推移」や「購買力平価（ビッグ
マック価格）の推移」の資料を提示（授業者準備）することで、「財政・租税」や「国際経済」と
の横断的な学びにつなげられる。

指導のポイント

実社会の
諸課題諸課題

日本の労働条件や職場環境の現状

　から、労働者が仕事や職場で直面している課題について読み取ってみよう。
❷ 　から、企

き

業
ぎょう

が直面している課題や取り組みについて読み取ってみよう。
❶13
24

　　　　労働のあり方について考える

労働者の権利と義務はどうあるべきか？
主題⑪

8 民事上の個別労働紛
ふん

争
そう

の相談件数の推移 労働者と企
き
業
ぎょう
の間のトラブル防止や

早期解決を図
はか
るために個別労働紛争解決制度があり、都道府県労働局で労働相談を

受けつけている。

1

万件
10

8

6

4

2

22 年度212013 14 15 16 17 18 19 20
0

労働条件

自己都合退職 退職勧奨

雇い止め

解雇

いじめ・いやがらせ

〔厚生労働省資料〕

8 企
き

業
ぎょう

が実
じっ

施
し

している働き方改革の例 日本では、
2020 年の新型コロナウイルス感

かん
染
せん
症
しょう
の拡大以降、テレ

ワークを導入する企業が急激に増えた。

2

＊一定の範囲内
で、労働者自身が
始業・終業時刻や
労働時間を決めら
れる制度

テ レ ワ ー ク の 導 入

フレックスタイム制＊の導入

強制的に退社させるしくみの導入

業務工程の見直しや業務改善

オフィス以外の業務拠点の設置

％700 10 20 30 40 50 60

アメリカ

日本

〈複数回答〉
〔総務省資料〕（2020年度）

8 労働生産性の国際比
ひ

較
かく

労働生産性は労働者が生み
出す価値を計る指標である。ここではGDPを労働者全体
の労働時間で割って算出している。

4

＊1時間当たりの労働生産性
※丸数字はOECD加盟38か国中
　の順位
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8 主な国の実質賃金の推移 この図は、1991年の賃金を 100としたときに、そ
の後、各国の賃金水準がどのように変化したかを示している。
3

ワークシート

ステップ 1 この問題をどう考える？
消費者のニーズを満たす商品を生産し、技術革新を促

うなが

す企
き

業
ぎょう

は、社会のなかで重要な役割を果たしている。そ
して、企業活動を支える労働者も企業と同様、欠かせな
い存在であり、労働者がいきいきと働けることが、社会
全体の幸福につながる。労働者を取り巻く現状と課題に
ついて考えてみよう。

ステップ 2-1 責任・義務の視点で考える
労働者は給

きゅう

与
よ

を受けとる代わりに、労働力を提供する
労働契

けい

約
やく

を結んでおり、企業の経営方針に忠実に従うこ
とは労働者の義務である。企業は少子高

こう

齢
れい

化や国際競争
など厳しい経営環

かん

境
きょう

に直面しており、労働を通じて企業
の売り上げに貢

こう

献
けん

することは、労働者自身の生計を守る
ことにもつながるという意見がある。

p.55
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労労働働法法制制にに関関するする日日本本のの取取りり組組みみ状状況況

労労働働者者のの権権利利とと義義務務にに関関するさまざまなするさまざまな意意見見

　A〜Dの 4人の意見は、それぞれ労働者の「権利」と「義務」のどちらの視点を重視したものか考えてみよう。❸

近年、私の経営する会社の売り上げが減少して、
会社存続の危機にある。社員には負担をかけるが、
会社の立て直しに協力してもらいたい。

正社員と同じ仕事を任されているにもかかわら
ず、パートタイム労働者という理由で賃金が低く
なっている。会社は公正に評価してほしい。

私が入社した 30年前に比べ、近年は会社も労働
環
かん
境
きょう
の改善に積極的に取り組むようになった。仕

事の成果を高めることで会社に報
むく
いたい。

育児休業を取得したいが、会社の雰
ふん
囲
い
気
き
的に言い

出せない。労働者がストレスを感じることなく休
業取得ができる社会になってほしい。

　　　　労働のあり方について考える

労働者の権利と義務はどうあるべきか？
主題⑪

AA BB

C DD

労働者の権利と義務のあり方について、責任・義務の視点、自由・権利の視点などか
ら考えよう。それを通して、労働者が働きやすい環

かん

境
きょう

をつくるために、どのような取
り組みが求められるかについて、考えを深めよう。

ナビ
・責任・義務
・自由・権利

活用する視点

8 主な国際労働基準 国際労働基準は国際連合の専門機関の一つである ILO（国際労働機関）が、各国の労働政策の指針として制定している基準
である。これまで採

さい
択
たく
された 191の条約のうち日本が批

ひ
准
じゅん
している数は 50（2023年 8月時点）で、1加盟国当たりの平均は約 44である。

5
（2023年 10月）〔ILO 資料、ほか〕

結社の自由及び
団結権の保護に関する条約

（87号）
批准国数 158/187か国
条約採択年 1948 年
日本の批准年 1965 年

職業上の安全及び健康
並びに作業環境に関する

条約（155号）
批准国数 79/187か国
条約採択年 1981 年
日本の批准年 未批准

強制労働に関する条約
（29号）

批准国数 181/187か国
条約採択年 1930 年
日本の批准年 1932 年

職業上の安全及び健康を
促進するための枠組み
に関する条約（187号）
批准国数 62/187か国
条約採択年 2006 年
日本の批准年 2007 年

同一価値の労働についての
男女労働者に対する同一報
酬に関する条約（100号）
批准国数 174/187か国
条約採択年 1951 年
日本の批准年 1967 年

団結権及び団体交渉権
についての原則の適用
に関する条約（98号）
批准国数 168/187か国
条約採択年 1949 年
日本の批准年 1953 年

パートタイム労働に関する
条約

（175号）
批准国数 20/187か国
条約採択年 1994 年
日本の批准年 未批准

強制労働の廃止に関する条約
（105号）

批准国数 178/187か国
条約採択年 1957 年
日本の批准年 2022 年

仕事の世界における暴力
及びハラスメントの撤廃
に関する条約（190号）
批准国数 35/187か国
条約採択年 2019 年
日本の批准年 未批准

雇用及び職業についての
差別待遇に関する条約

（111号）
批准国数 175/187か国
条約採択年 1958 年
日本の批准年 未批准

労働者の安全・健康結社の自由・
団体交渉権の承認 強制労働の廃止 機会・待遇の均等化

ステップ 3 あなたの考えを深めよう
労働者の働き方は着実に改善されているが、解決すべ
き課題も少なくない。よりよい社会を築くうえで働きや
すい環境をつくることは重要であり、その際、労働者の
権利と義務のバランスをとっていくことが必要である。
労働者の権利と義務はどうあるべきかを考えることを
通して、労働のあり方について考えを深めよう。

2

ステップ 2-2 自由・権利の視点で考える
労働者は労働契約に従う義務を負うが、同時に、健全
な労働環境や公正な賃金など、健康的な生活を保つため
に必要な事

こと

柄
がら

を要求する権利は守られるべきである。ま
た、企業による不正行

こう

為
い

や環境破
は

壊
かい

など、正義に反する
行為を容

よう

認
にん

せず、公正な経営を促すことも、社会全体の
幸福につながるという意見もある。

3
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高校生の公共

教科書の各所に配置しているQRコードを読
み取ることで、学習内容の理解を深めるさま
ざまなコンテンツをご利用いただけます。

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です

公共046-901

●社会への興味・関心をひく身近な導入と、かみ砕いた生徒目線の本文
実社会と学習内容を結びつける資料を取り上げ、問いかけやたとえを用いた分かりやすい本文で説明して
います。

●身近な題材で学習意欲を高める工夫
高校生に近い世代が登場する資料を多く掲載したり、高校生にも身近なテーマや問いを設定したりしてい
ます。

●18歳成人に向けて社会で役立つトレーニングができる「18歳へのステップ」
実践的な知識や技能を身につけられる特設ページを設置しています。

●学習内容を分かりやすく補完する「なるほど解説」「戦後史にアクセス」
学習の理解を深められる特設ページを設置しています。

身近な題材から社会への理解を深める教科書02

内容解説資料はこちら 内容解説動画はこちら

〈著作者〉
渥美利文 東京都立東久留米総合高等学校教諭
内久根直樹 千葉県立東葛飾高等学校教諭
苅部直 東京大学教授
川﨑誠司 東京学芸大学教授
君塚正臣 横浜国立大学教授
佐藤豊記 北海道高等学校遠隔授業配信センター次長
唐仁原友紀 東京都立篠崎高等学校主任教諭
中島隆博 東京大学教授
平岡可奈之 東京学芸大学非常勤講師
宮川大介 早稲田大学教授
安井健人 桐蔭学園中等教育学校教諭
脇田成 東京都立大学教授
渡辺祥介 札幌創成高等学校教諭
株式会社帝国書院

〈編集協力者〉
大石昇平 兵庫県立洲本高等学校教諭
菊地誉 北星学園女子中学高等学校教諭
中村大輔 札幌光星高等学校教諭
福田秀志 兵庫県立尼崎小田高等学校教諭

〈特別支援教育に関する監修・校閲者〉
丹治達義 筑波大学附属視覚特別支援学校教諭

●よりよい「公共的空間」を築くための「第１部 公共の扉」
第１部では、「公共的な空間」の概念やそのあり方について理解を深め、そこで生じる諸課題について考える
ための視点や方法を身につけられるようにしています。

●13の主題ごとに社会の課題に迫る「第２部 よりよい社会の形成に参画する私たち」
第2部では、第1部で身につけた視点や方法を生かして、学習指導要領で示された13の主題ごとに社会の課
題を考察します。

●第１部、第２部の学習を深める「第３部 持続可能な社会づくりの主体となる私たち」
第3部では、第1部・第2部の学習を生かして、生徒自身が問いを設定し、課題探究学習を行えるようにし
ています。

「公共的な空間」のあり方を学び、課題を解決する力を育む教科書01

❶指導用教科書
教科書紙面の縮刷版を中心に置き、その周り
に本文や図版の解説、発問例などを掲載して
います。

❷Webサポート
授業スライドや授業プリントなど、授業をサ
ポートするコンテンツを多数収録しています。

❸使い方・Webサポート等案内冊子

指導資料01

教科書に完全準拠した
フルカラーのノートです。

高校生の公共ノート02

わかりやすい！
ためになる！

「公共的な空間」
のあり方を

考えられる教科書
特別支援教育やユニバーサルデザイン(UD)の観点
から、色覚特性に配慮した色づかいとなるよう 
工夫しています。また、見やすく読みまちがえにくい 
ユニバーサルデザインフォントを採用しています。

米ぬか油を使用した、
環境にやさしい 
ライスインキを 
使用しています。

⃝判例解説 .. . . . . . . . . . . . . . .主な違憲判断の解説
⃝法令集 .. . . . . . . . . . . . . . . . . .巻末の法令集に対応した法令のリンク集
⃝戦後史にアクセス .. . . . .特設ページ「戦後史にアクセス」の年表を閲覧できる
⃝一問一答 .. . . . . . . . . . . . . . . .教科書本文ページの重要用語などに対応した問題と解答
⃝用語解説 .. . . . . . . . . . . . . . . .教科書本文ページの重要用語などに対応した解説
⃝動画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .学習に関連する動画と、図版をアニメーション化したもの
⃝NHK for School .. . . . .「NHK for School」のリンクを章ごとにまとめたもの
⃝見通し・振り返りシート .. . . . .見通しページ、振り返りページに対応したワークシート
⃝特設ワークシート .. . . .特設ページに対応したワークシート
⃝思考ツール・白地図 .. . . . .11種類の思考ツールの解説動画とワークシート、 

および白地図集
⃝外部リンク .. . . . . . . . . . . .学習に活用できる外部ウェブサイトのリンク集

QRコンテンツの内容

左のQRコードを読み取ると、本書の内容に関連するコンテンツを
利用することができます。
詳しくは、本書のp.7をご覧ください。

ここに
QRコード
が入ります

9784807167173

1924330000006

ISBN978-4-8071-6717-3
C4330 ¥00000E

文部科学省検定済教科書

高等学校公民科用
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内容解説資料

公共の扉
p.2-5

第1部

私たちと法
p.6-9

兵庫県立尼崎小田高等学校
福田秀志先生執筆

第2部 第1章

私たちと経済
p.10-13

北星学園女子中学高等学校
菊地誉先生執筆

第2部 第3章

全6時限分の授業案を掲載！

帝国書院『高校生の公共』でつくる
「公共」の授業ガイド

特別支援教育やユニバーサルデザイン(UD)の観点
から、色覚特性に配慮した色づかいとなるよう 
工夫しています。また、見やすく読みまちがえにくい 
ユニバーサルデザインフォントを採用しています。

米ぬか油を使用した、
環境にやさしい 
ライスインキを 
使用しています。

●判例解説  . . . . . . . . . . . . . .  主な違憲判断の解説
●法令集  . . . . . . . . . . . . . . . . .  巻末の法令集に対応した法令のリンク集
●戦後史にアクセス  . . .   特設ページ「戦後史にアクセス」の年表を閲覧できる
●一問一答  . . . . . . . . . . . . . .   教科書本文ページの重要用語などに対応した問題と解答
●用語解説  . . . . . . . . . . . . . .   教科書本文ページの重要用語などに対応した解説
●動画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   学習に関連する動画と、図版をアニメーション化したもの
●NHK for School  . . .   「NHK for School」のリンクを章ごとにまとめたもの
●見通し・振り返りシート  . . .   見通しページ、振り返りページに対応したワークシート
●特設ワークシート  . . .  特設ページに対応したワークシート
●思考ツール・白地図  . . .   11種類の思考ツールの解説動画とワークシート、 

および白地図集
●外部リンク  . . . . . . . . . . .  学習に活用できる外部ウェブサイトのリンク集

QRコンテンツの内容

左のQRコードを読み取ると、本書の内容に関連するコンテンツを
利用することができます。
詳しくは、本書のp.7をご覧ください。

ここに
QRコード
が入ります

9784807167173

1924330000006

ISBN978-4-8071-6717-3
C4330 ¥00000E

文部科学省検定済教科書

高等学校公民科用

46 帝国
公共046-901
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札幌光星高等学校
中村大輔先生執筆

令和8（2026）年度以降用

高等学校地歴・公民科教科書のご案内 高等学校教科書
Web▲

〒101-0051
東京都千代田区神田神保町3-29
TEL　03-3262-4795（代）
URL　https://www.teikokushoin.co.jp/

改訂 地図046-901

新詳高等地図
地理総合・地理探究の
学習に必携！
新しくて詳しい地図帳

AB判　206ページ

文部科学省検定済教科書
高 等 学 校 地 理 歴 史 科 用

地図 046-901

この地図帳は、環境にやさしい再生紙・植物油インキを使用しています。

地図の読み取り方 地図の種類や地図の読み取り方のアニメーション解説など
世界の鳥瞰図・衛星画像	 6つの州ごとの鳥瞰図と衛星画像
世界の資料・SDGs	 SDGsに関連した主題図
日本地図・衛星画像	 日本列島ひと続きの地図や衛星画像
日本の資料 自然や人口、産業などに関連した主題図
地域見える化GISジオグラフ	 各種統計を地図上で可視化できるコンテンツ
WebGISリンク集 Web上で扱えるGISサービスのリンク集
統計資料 日本と世界のおもな統計
地図投影法 投影法ごとの地図をまとめたコンテンツ
「読図」の解答 「読図」「SDGs」「探究」の解答・解説
防災 防災に関する外部サイトのリンク集

左のQRコードを読み取ると、本書の内容に関連するコンテンツを
利用することができます。詳しくは、本書のp.5をご覧ください。

コンテンツと内容

QRコンテンツを活用しよう

ここに
二次元
コードが
入ります

46 帝国

帝国書院編集部編
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地探-702

新詳地理探究
新しい、詳しい、
理解しやすい！
地理探究教科書の決定版

B5判   346ページ

地
理
探
究

地理探究新詳

新
詳

文部科学省検定済教科書　高等学校地理歴史科用

46 地探ー702帝国新詳地理探究地理探究

C

M

Y

K

地理探究 表紙 2022/03/18

地図-703

標準高等地図
見やすくて、使いやすい！
大判地図帳

A4判   172ページ

世探-703

新詳 世界史探究
通史と同時代史を
バランスよく記述！
現代世界の成り立ちが
わかりやすい教科書

B5判   366ページ

9784807165858

1924322000007

世探ー703

営業
月日
担当

後木
22.03.15
DTP/細井C M Y BK

05世界史探求　見本本　表紙
W376×H257（背12mm）

改訂 地総046-901

高等学校 新地理総合
今がわかる！
課題に向き合う！
地理的な力が身につく！
地理総合教科書の決定版

AB判　238ページ

歴
史
総
合

歴
史
総
合

・特別支援教育やユニバーサルデザイン（UD）の観点から、 
  色覚特性に配慮した色づかいとなるよう工夫しています。  
  また、見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザイン
  フォントを採用しています。
・再生産が可能な植物油などを原料とするインキを使用
  しています。

高
等
学
校

新
地
理
総
合

高等学校

新地理総合新地理総合
文部科学省検定済教科書　

帝国帝国46
地地総総046-901
高等学校地理歴史科用

新地理総合
高等学校

新地理総合
QRコンテンツを活用しよう

左のQR コードを読み取ると、本書の内容に関連する
コンテンツを利用することができます。
詳しくは、本書の p. 3 をご覧ください。

コ ン テ ン ツ と 内 容

ここに

QRコード

が入ります

ISBN978-4-8071-6718-0
C4325￥00000E

アクセスWebGIS
一問一答 
用語解説
動画 
NHK for School 
統計資料
見通し・振り返りシート
特設ワークシート 
思考ツール・白地図
地域見える化GISジオグラフ 
外部リンク

GISを使った学習ができるコンテンツ
自学自習に役立つ一問一答集
学習の理解を助ける用語の解説
地図や地形、気候などに関連する動画
NHK for Schoolへのリンク集
日本と世界の主な統計
単元の学習に対応するワークシート
特設ページに対応するワークシート
思考ツールの解説動画と白地図
グラフを地図上に表示できるWebGIS
主体的な学習に最適なリンク集

改訂 地総046-902

高校生の地理総合
おもしろい！ためになる！
世界の人々の
くらしが見える教科書

AB判　238ページ

Q R コ ン テ ン ツを活用しよう

文部科学省検定済教科書

高等学校地理歴史科用

事例の舞台 イラストマップ解説	 イラストマップを写真つきで解説するコンテンツ
アクセスWebGIS	 簡単な操作でGISを使った学習ができるコンテンツ
一問一答 自学自習に役立つ一問一答集
用語解説 学習の理解を助ける用語の解説
動画 地図や地形、気候などに関連する動画
NHK for School	 NHK for Schoolへのリンク集
統計資料 日本と世界の主な統計
見通し・振り返りシート	 節や事例など、単元の学習に対応するワークシート
特設ワークシート	 「まとめ」や「アクティビティ」対応のワークシートなど
思考ツール・白地図	 思考ツールの解説動画と白地図
地域分析Web さまざまな統計データを地図上にグラフで表示できるWebGIS
外部リンク	 主体的な学習に最適なリンク集

コンテンツと内容

GEOGRAPHY

左のQRコードを読み取ると、本書の内容に関連する
コンテンツを利用することができます。
詳しくは、本書のp.5をご覧ください。

・�特別支援教育やユニバーサルデザイン（UD）の観点から、
色覚特性に配慮した色づかいとなるよう工夫しています。
また、見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

・�再生産が可能な植物油などを
原料とするインキを使用して
います。

高校生の

地理総合
46 帝国
地総046-902

高
校
生
の
地
理
総
合

9784807167203

1924325000004

ISBN978-4-8071-6720-3
C4325 ¥00000E

高校生の

地理総合

改訂 歴総046-901

明解 歴史総合
わかりやすい！ためになる！
現在につながる
「世界×日本」がわかる教科書

AB判　248ページ

歴史総合
明 解

左のQRコードを読み取ると、本書の内容に関連する
コンテンツを利用することができます。
詳しくは、本書の巻頭6をご覧ください。

● コンテンツと内容

人物紹介
用語解説
一問一答

NHK for School
動画
地図
年表

見通し・振り返りシート
歴史に迫る！ワークシート
思考ツール・白地図

外部リンク

主要な歴史上の人物についての紹介
本書で出てくる重要な事項などについての解説
見開きの学習事項に対応した問題と解答

図版や本文に関連する当時の映像
時代ごとに分かれた地図や、巻頭の世界地図
17世紀以降の日本と世界の年表
部・章の見通し・振り返りに対応したワークシート
特設「歴史に迫る！」に対応したワークシート
11種類の思考ツールの解説とワークシート、白地図集
主体的な学習に活用できる外部ウェブサイトのリンク集

NHK for Schoolのリンクを単元ごとにまとめたコンテンツ

・特別支援教育やユニバーサルデザイン（UD）の観点から、
色覚特性に配慮した色づかいとなるよう工夫しています。
また、見やすく読みまちがえにくいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。

・環境に配慮した用紙と再生産が可能な植物油などを
原料とするインキを使用しています。

QRコンテンツを
活用しよう

歴総046−901

歴
史
総
合

歴史総合

明
解

明 解
ここに
QRコード
が入ります

08 歴史総合　表 1-4　429mm x 257mm（背幅 9mm）

08歴史総合_表紙.indd   すべてのページ08歴史総合_表紙.indd   すべてのページ 2024/06/21   9:312024/06/21   9:31

改訂 公共046-901

高校生の公共
わかりやすい！ためになる！
「公共的な空間」のあり方を
考えられる教科書

AB判　248ページ
特別支援教育やユニバーサルデザイン(UD)の観点
から、色覚特性に配慮した色づかいとなるよう 
工夫しています。また、見やすく読みまちがえにくい 
ユニバーサルデザインフォントを採用しています。

米ぬか油を使用した、
環境にやさしい 
ライスインキを 
使用しています。

⃝判例解説 .. . . . . . . . . . . . . . .主な違憲判断の解説
⃝法令集 .. . . . . . . . . . . . . . . . . .巻末の法令集に対応した法令のリンク集
⃝戦後史にアクセス .. . . . .特設ページ「戦後史にアクセス」の年表を閲覧できる
⃝一問一答 .. . . . . . . . . . . . . . . .教科書本文ページの重要用語などに対応した問題と解答
⃝用語解説 .. . . . . . . . . . . . . . . .教科書本文ページの重要用語などに対応した解説
⃝動画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .学習に関連する動画と、図版をアニメーション化したもの
⃝NHK for School .. . . . .「NHK for School」のリンクを章ごとにまとめたもの
⃝見通し・振り返りシート .. . . . .見通しページ、振り返りページに対応したワークシート
⃝特設ワークシート .. . . .特設ページに対応したワークシート
⃝思考ツール・白地図 .. . . . .11種類の思考ツールの解説動画とワークシート、 

および白地図集
⃝外部リンク .. . . . . . . . . . . .学習に活用できる外部ウェブサイトのリンク集

QRコンテンツの内容

左のQRコードを読み取ると、本書の内容に関連するコンテンツを
利用することができます。
詳しくは、本書のp.7をご覧ください。

ここに
QRコード
が入ります

9784807167173

1924330000006

ISBN978-4-8071-6717-3
C4330 ¥00000E

文部科学省検定済教科書

高等学校公民科用
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公共公共
高校生の

公共公共
高校生の

H1-4_A1-4_kokyo_SER_F2.indd   1,3H1-4_A1-4_kokyo_SER_F2.indd   1,3 2024/06/13   9:112024/06/13   9:11

教科書の内容、
関連教材等、

あらゆる情報を掲載！


